
千葉市監査委員告示第６号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、定期監査及び行政

監査の結果に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公

表します。 

 

    平成２６年６月３日 

 

千葉市監査委員 宮 下 公 夫 

同       宮 原 清 貴 

同       黒 宮   昇 

                   同       石 橋   毅 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２６千総総第１７３号 

平成２６年６月２日 

 

 千葉市監査委員 宮 下 公 夫 様 

 同       宮 原 清 貴 様 

 同       黒 宮   昇 様 

 同       石 橋   毅 様 

 

千葉市長 熊 谷 俊 人   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成２２年度監査報告第１１号、平成２５年度監査報告第１号、平成２５年度監査報告第１０

号、平成２５年度監査報告第１２号及び平成２５年度監査報告第１３号により報告のあった監査

の結果に基づき講じた措置について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２

項の規定により別紙のとおり通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告書番号 ２２監査報告第１１号 

監査の種類 行政監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

１ 建物の損傷や設備・備品の故障に対し迅速に

修繕を行うなど利用者である市民及び児童・生

徒の利便性や安全性は確保されているか。 

（１）天井や壁からの雨漏り等について（小・中

学校、保育所、公民館、コミュニティセンタ

ー）（市民局、こども未来局、教育委員会事務

局） 

現地調査を行った３６施設のうち、半数を

超える２０施設において天井からの雨漏り

や排水管からの水漏れ、壁の亀裂から浸水し

ていると思われる状況が見られた。 

監査対象部局の説明によれば、雨漏り等の

原因を特定するのは専門業者によっても困

難であるとのことであるが、この状況が改善

されない場合、利用者に利用上支障を与える

ほか、転倒等の事故にも繋がるおそれがある

など安全性が損なわれるとともに、建物内部

の鉄筋が腐食し、躯体の耐久性を著しく低下

させるため、可能な限り修繕を行うようにさ

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 天井や壁からの雨漏り等のあった２０施設の

うち、廃止予定の１施設を除き、平成２２年度８

施設、２３年度２施設、２４年度１施設、２５年

度４施設の修繕等を実施した。残り４施設のう

ち、２施設については２６年度に修繕を実施し、

他の２施設についても計画的に修繕を行ってい

く。 

 

（３）外壁の剥落について（小・中学校、コミュ

ニティセンター）（市民局、教育委員会事務局） 

現地調査を行った施設のうち、２施設にお

いて、外壁の一部が剥落し外壁の中の鉄筋が

むき出しの状態となっている箇所が見られ

た。 

外壁の剥落については、塗装の剥落であれ

ば、特に問題とはならないが、壁材であるコ

ンクリートの小破片が落下する可能性が生

ずる程度まで進行した場合には、利用者等の

安全性確保の面で問題がある。 

落下の危険性のある箇所については、修繕

を実施するほか、周辺を立入禁止にするなど

の対応を講じているところであり、現在まで

のところ、破片の落下による人的被害は報告

されていないが、このような箇所は、他にも

相当数あると考えられ、適切な対応を図られ

たい。 

 

 

 小・中学校及びコミュニティセンターの外壁の

剥落については、監査実施後に外壁剥落について

点検等を行い、「中長期保全計画」、「千葉市学校

施設保全計画」等に基づき、利用者の安全性、利

便性確保を最優先に、計画的に修繕を行ってい

る。 

 なお、監査において剥落が確認された２施設に

ついては、平成２２年度と２３年度に修繕を完了

した。 

 



（７）消防設備の破損、腐食について（小・中学

校）（教育委員会事務局） 

校舎に設置されている消防設備について、

非常用放送設備が故障したまま数年間放置

されていたり、救助袋を固定する支持部（鉄

パイプ）が腐食し使用することが困難な箇所

が見られた。 

消防設備は、消防法等の規定により定期的

に点検され、問題のあるものについては点検

業者から報告もされているが、災害が発生し

た場合には、非常に重要な役割を果たすもの

であるから、可能な限り早急に修繕された

い。 

 

 

 平成２２年度に消防法等の規定により行った

法定点検で不適合とされたもののうち、非常用放

送設備については、問題のあった２校の修繕を 

２５年度に実施した。 

また、避難器具（救助袋）については、問題の

あった７７校のうち、４２校の修繕が２５年度に

完了し、残り３５校についても、２６年度に完了

する予定である。 

今後も、法定点検により問題が報告された箇所

については、速やかに修繕を行っていく。 



報告書番号 ２５監査報告第１３号 

監査の種類 行政監査 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

２ イベントは、その準備段階から計画に基づき

実施されているか。また、物品管理及び経理等を

適正に行い、実施結果を検証するための記録を取

るなど、実施状況は適切か。  

（１）千葉市を美しくする運動推進事業補助金交

付要綱の規定整備を図るべきもの（千葉の親

子三代夏祭り）【指摘】 

補助金の執行事務の適正化について（平成

１４年３月１日付け財政部長通知）による

と、補助金交付要綱で定める事項のうち補助

金額算出に必要な基準として、補助対象とす

る具体的経費、補助率を明示することとさ

れ、補助金額の算定については、交付要綱又

は予算に補助の限度額を定めた場合であっ

ても、補助対象とする経費の項目及び項目毎

の金額並びに限度額との関係を明らかにし、

交付申請、交付決定、額の確定にあたっては、

経費の使途状況等を確認する必要があると

されている。 

千葉の親子三代夏祭りの実施主体である

千葉市を美しくする会に対して、千葉の親子

三代夏祭り実施等を対象事業として市が交

付している千葉市を美しくする運動推進事

業補助金については、交付要綱において補助

対象経費を事業に要する経費とするのみで、

補助対象とする具体的経費が明示されてい

なかった。 

補助金については、通知に基づき規定の整

備を図られたい。 

 

 

 

 

 

 

 

千葉市を美しくする運動推進事業補助金につ

いては、平成２６年４月１日付けで交付要綱を改

正し、補助対象とする具体的経費を明示し、平成

２６年度の補助金から適用することとした。 

 

 

 

 

 


